
 
 
地域には、暮らしを支えるさまざまな支援制度があります。 
 
 

１ おうちでの生活のサポート～在宅サービスについて～  
 
ここでは、地域が行う支援のなかでも特に身近な、「在宅サービス」と呼ばれ

るものについて説明します。 

 

（１）訪問看護  
 
訪問看護は、国の「医療保険制度」のもとで行われるサービスです。主治医の指示書に

基づき、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師が自宅を訪問して、病気や障がい

の状況に合った必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【窓 口】主治医に相談のうえ、お近くの訪問看護ステーション・訪問看護事業所に 

      お申し込みください。（県内の訪問看護ステーションの一覧→P60） 
 
 【対象者】通院することが困難で、主治医から訪問看護の指示書が発行される方 
 
 【利用回数】通常週３回までで、１回の訪問時間は30分から１時間半程度となります。 

 【自己負担】医療保険制度や各種医療費公費負担制度による自己負担となります。 

 
 

 

 次のページからは、国の「障害者福祉制度」のもとで行われるサービスについて説明しま

す。障害者福祉制度は、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に分けられます。 
 

 〇 障害福祉サービス とは 

   障がいのある人々の、障がいの程度や生活環境等を踏まえ、個別に支給決定が 

  行われるもの。利用にあたっては、「障害児支援利用計画」等の作成が必要。 

 〇 地域生活支援事業 とは 

   市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できるもの。 
 

 どちらも、利用する場合には市町村の障がい福祉担当課への相談が基本です。 

主な支援の内容 

※ 人工呼吸器を使用しているなど、お子さんの状況によっては毎日利用 

したり、1日に複数回利用することが可能な場合もありますので、 

相談してみましょう。 

 

〇 健康状態の確認 

〇 生活するうえでの相談とアドバイス 

〇 リハビリテーション 

〇 医療的ケア（点滴、注射、吸引など） 

〇 緊急時の対応（24時間対応体制をとっているステーションもあります。） 

〇 主治医、薬剤師などとの連携                など 

 



まずは、「障害福祉サービス」の主なものから見ていきましょう。 

 （「地域生活支援事業」については P18） 

 

（２）相談支援  
 
 相談支援事業所は、「障害福祉サービス」を利用するために必要な、障害児支援利用計画

やサービス等利用計画を作成する専門機関です。 

 

 

 

 

 

 
 
 【窓 口】お近くの相談支援事業所にお申し込みください。 

     （地域にある相談支援事業所の詳しい情報等に関しては、 

お住まいの市町村の障がい福祉担当課にお問い合わせください。） 
 

 【対象者】障害福祉サービスの利用を考えているすべての障がい児（者） 
 
 【自己負担】自己負担はありません。 

 

 

（３）居宅介護（ホームヘルパー）  
 
居宅介護は、介護のプロである、資格を持ったヘルパーが自宅を訪問し、必要な支援を行

います。下記の支援が主なものですが、特定の研修を修了することによって、吸引や経管栄

養といった一部の医療的ケアを行うことが可能な場合もあります。 

（県内の訪問系サービス提供事業所一覧→P61～64） 

 

  

  

 

 

 

 

 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課もしくはご利用の相談支援事業所に 

     ご相談ください。 
 
【対象者】日常生活において介助が必要な在宅の障がい児（者） 
 
【自己負担】原則として、費用の１割となります。（詳しくは→P17） 

 

 

（４）児童発達支援  
 
心身の発達に遅れがあったり、集団での行動が難しいなどの困難を抱えた就学前のお子

さんとご家族に対して必要な支援を行うのが、児童発達支援です。（関連コラム→P28） 

主な支援の内容 

 〇 障害児支援利用計画やサービス等利用計画の作成 

 〇 関係機関との連絡調整 

 〇 生活するうえでの相談とアドバイス      など 

 

 

〇 身体介護（主に入浴やトイレ、食事の介助など） 

 〇 家事援助（主に料理や掃除、洗濯など） 

  ※ 保護者の方が行う家事の援助ではありませんので、ご注意ください。 

 〇 生活するうえでの相談やアドバイス            など 

 

主な支援の内容 



通所で行うサービスで、児童発達支援事業所と児童発達支援センターのふたつに分けら

れます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                           
 【窓 口】お住いの市町村障がい福祉担当課もしくはご利用の相談支援事業所に 

ご相談ください。 
 

 【対象者】集団療育や個別療育が必要な未就学の障がい児 
 
 【自己負担】原則として、費用の１割となります。（詳しくは→P17） 

 

 

（５）放課後等デイサービス  
 
放課後等デイサービスは、学校通学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休みな

どの長期休暇中に継続的な支援を行います。通所で行うサービスで、学校と事業所間の送

迎を行ってくれるところもあります。（関連項目→P30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課もしくはご利用の相談支援事業所に 

ご相談ください。 
 
【対象者】学校に就学している障がい児 
 
【自己負担】原則として、費用の１割となります。（詳しくは→P17） 

 

★ 児童発達支援事業所 

 
★ 児童発達支援センター 

 

主な支援の内容 

主な支援の内容 

〇 日常生活における動作の指導 

〇 知識技能の付与 

〇 集団生活への適応訓練 

〇 家族に対する支援 

               など 

 

主な支援の内容 

〇 日常生活における動作の指導 

〇 知識技能の付与 

〇 集団生活への適応訓練 

〇 家族に対する支援 

               

 

〇 専門性を生かした相談支援 

〇 障がい児を預かる施設などへの 

援助・助言（保育所等訪問支援） 

               など 

〇 生活能力のために必要な訓練や、社会との交流の促進 

 例）・創作的活動や作業活動 

   ・地域交流の機会の提供 

   ・余暇の提供               

〇 学校との連携・協働               など 

 



（６）短期入所  
 

 障害児福祉施設（→P2）へお子さんを短期間入所させ、必要な支援を行うことを、短期

入所といいます。入所させる、と聞くと少し身構えてしまうかもしれませんが、宿泊をしな

い日中だけの利用（日中一時支援といいます）や１泊２日のお泊りでの利用も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、短期入所には「福祉型短期入所」と「医療型短期入所」があります。大まかな事業

の内容は同じですが、下記のような違いがあります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【窓 口】お住まいの市町村の障がい福祉担当課、もしくはご利用の相談支援事業所へ 

     ご相談ください。 
 
【自己負担】原則として、費用の１割となります。（詳しくは→P17） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   例えば・・・ 

   〇 休息・息抜きしたいとき（レスパイト）（関連コラム→P19～20） 

   〇 冠婚葬祭など外せない用事があるとき 

   〇 きょうだい児との時間を確保するため        など 

病院で行う日中一時支援（病院レスパイト） 

【目 的】ご家族の仕事の都合や、一時的な休息をとってもらうことなど。 
 
【窓 口】実施医療機関（P67）の窓口 
 
【対象者】医療的ケアが必要な在宅の障がい児 
 
【利用料】原則として無料。詳しくは医療機関の窓口にお問い合わせください。 

【事業者】社会福祉法人、合同会社など 
 
【対象者】在宅で生活をする障がい児（者） 
 
【主な支援内容】 

入浴やトイレ、食事の介助 など 

【事業者】病院、診療所など 
 
【対象者】重症心身障害児（者）など、 

福祉型短期入所で受け入れが 

難しい障がい児（者） 
 
【主な支援内容】 

〇 入浴やトイレ、食事の介助 

〇 医療的ケア         など 

医療型 短期入所 福祉型 短期入所 

 

 

 
日中一時支援については、国の「障害者福祉制度」に基づいた「障害福祉サービス」として以外にも、

「地域生活支援事業」として市町村の創意工夫により行われている場合（→P18）と、県内の医療機

関が行っている場合があります。 



 

 

 

 

サービスを利用したときに、みなさんが支払う料金のことです。 

 

障害福祉サービスに関しては、どのサービスにどれくらいの料金がかかるのかについて、

厚生労働省の基準で細かく定められています。また、利用する方の障がいの程度や、利用す

る施設によっても異なりますが、みなさんは、利用したサービスの利用料金全体のうち、原

則として１割を負担することになっています。残りの９割は、公費で助成されます。 

 

自己負担は、基本的には、１か月ごとにまとめて支払います。そのため、１か月ごとの「負

担上限月額」というものも決まっていて、みなさんは、「費用の１割」もしくは「負担上限

月額」のどちらか少ない金額を、利用した施設に支払うことになります。この「負担上限月

額」も、ご家族（世帯）の収入の状況等によって段階的に定められています（下記参照）。 

 

また、自己負担額としては、サービス利用料とは別に、例えば、施設で食事をした場合の

食費の支払いが必要になることがあります。この食費に関しても、別途、負担軽減措置の対

象となる場合がありますので、お住まいの市町村の障がい福祉担当課、もしくはご利用の相

談支援事業所や利用を希望する施設に問合せてみましょう。 

  

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

       

一般１ 

 

市町村民税

課税世帯 

（障がい者の場合）         

所得割１６万円未満         

 

          ９,３００円 

（障がい児の場合） 

所得割 28 万円未満 

※ 

通所支援、居宅介護

（ホームヘルパー） 

利用の場合 

 4,600 円 

入所施設利用の場合 9,300 円 

一般２ 上記以外 ３７,２００円 

※ 

※ 

 
 

自己負担って？ 

 

 



続いては、「地域生活支援事業」について見ていきましょう。 

市町村が主体となり、その創意工夫によって柔軟に実施できるとされている「地域生活支

援事業」ですが、種類も多く、また、すべての市町村がすべての事業を行っている訳では

ないことに注意が必要です。さらに、実施していても、利用にあたって要件を定めている

場合もありますので、利用を考えている場合には、お住まいの市町村障がい福祉担当課に

お問い合わせください。 
 

 
（７）訪問入浴サービス（入浴車の派遣） 
 
 重度の障がいなどのために家庭での入浴が困難な方に対して、地域のヘルパー等が自宅を

訪問して、入浴のための支援を行う事業です。浴槽を提供してもらえることが大きな特徴と

いえます。 
 

 

  

 

 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課もしくはご利用の相談支援事業所へ 

ご相談ください。 
 

【対象者】日常生活において介助が必要な在宅の障がい児（者） 
 
【自己負担】各市町村で負担額を設定しています。詳しくは窓口でお問い合わせ下さい。 

 

 

（８）日中一時支援  
 
市町村が地域の実情等に応じて実施している日中の一時預かり事業です。障がいをお持ち

の方の日中の活動の場を確保することによって、その家族の就労支援や、一時的な休息を目

的としています。なお、実際の支援の場は、障害福祉サービスの施設・事業所や、学校の空

き教室などを提供することが想定されており、市町村によっては、送迎サービスが実施され

ているところもあるようです。 
 

  

 

 

 

 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課もしくはご利用の相談支援事業所へ 

     ご相談ください。 
 
【対象者】在宅で生活している障がい児（者） 
 
【自己負担】各市町村で負担額を設定しています。詳しくは窓口でお問い合わせ下さい。

 
 〇 入浴の介護 

 〇 浴槽の提供 

主な支援の内容 

〇 日中の見守り 

〇 日常的な訓練 

〇 その他、市町村が認めた支援 

主な支援の内容 



 

 

 

 

 「レスパイト（respite）」とは、「一時的な休息、息抜き」という意味の英語です。派生し

て、在宅で障がいをお持ちの方や介護が必要な高齢者のケアをするご家族に対する、負担を

軽減するための家族支援サービスを、「レスパイト・サービス」と呼びます。 

 その枠組みは広く、福祉施設に一定期間預かってもらうもの（日中の数時間から宿泊まで）

や、訪問看護師さんやヘルパーさんに自宅に訪問してもらうものなどがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レスパイト・サービスを受けるポイント 

〇預け先の確保  

・いざというときに使えるよう、早めに預け先を見つけておきましょう。 

 ・パパやママが病気で入院することも考えられるので、預け先は、できれば 

複数見つけておきましょう。 
 
〇お子さんの不安解消  

・パパやママのいない環境は、お子さんも不安になるものです。お子さんが預け

先の環境やスタッフの方々に慣れるためにも、サービスは定期的に利用しまし

ょう。 

・預ける予定が決まったら、「どこに、何のために行くのか、いつ家に帰れるのか」

などを事前にお子さんに説明しましょう。 

・お子さんが預け先で安心して過ごせるよう、好きなおもちゃやぬいぐるみを持

たせましょう。また、時間があるときは面会に行って、顔を見せましょう。 
 
〇預け先への申送り  

 ・お子さんの障がい特性や今までの経過、日ごろのケア、お子さんが好きなこと 

  や嫌いなことなどを書いた「申送書」を作り、預け先に渡しましょう。 
 
〇自宅での一時預かり  

・日中、一時的に預かってもらうため、訪問看護師さんやヘルパーさんに留守番 

をお願いしてみましょう。 

・たん吸引が必要な場合は、事前にヘルパーさんから「たん吸引研修」を受けて

もらいましょう。 
 
〇支援者を増やす  

・家族以外の大人や子どもと触れ合うことで、お子さんの成長が期待されます。 

他者にわが子を預けることは勇気がいるし、手間がかかることもあると思いま

すが、日ごろから多くの方に協力してもらい、周りの支援者を増やしましょう。 



 

 
 医療的ケアが必要なお子さんに限らず、子どもたちの健やかな成長のためには、何よりも

ご家族が、心身ともに健康であることが大切です。子育て中はただでさえ疲れがたまってし

まいがち。医療的ケアに疲れる前に、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけて、息抜きを

しましょう。 

 

 

自分に合ったリフレッシュ方法を見つけましょう 

県内でも、お子さんが日中に通える

児童発達支援事業所が増えています。 

お子さんが一人で通園できるように

なったら、パパやママも一人の時間を

大切にしましょう。 

お子さんが一人で通園している間に♪ 

      ことばのデイルーム 奏
かなで

 「おしゃべりカフェ まのラボ♪」 

       住所：山形市吉原 3-1-5 電話：023-673-9681 
 

 〇月１回（不定期）、クラフト制作を通して交流や休息を目的として 

  開催しています。これまで、スイーツデコ、レジン（アクセサリー）、 

パステルアート、アロマ etc を制作してきました。 

 〇いつもの場所で、いつもの笑顔に心癒され、集中した時間の中で、 

  ちょっと現実逃避してみませんか？ 関心のある方は、どなたでもご参

加いただけます。お気軽にお問い合わせください。 

 

訪問看護師さんやヘルパーさん

が来ているうちに、お風呂でリラッ

クス、というのはいかがですか？ 

訪問看護師さんや 

ヘルパーさんは 

強い味方です！ 



２  補装具・ 生活用具の支給 

 日常生活を 営むにあたっ て必要なさ まざまな道具を、支給し たり 、貸与し たり する制度が

あり ます。  

 

           

           

 

 

（ １ ） 補装具給付  

 体の大き さ と 発達に合っ た適切な道具を 身に着けるこ と によっ て、身体にハンディ キャ ッ

プを持つ方々の生活が向上するこ と を 目的と し て、補装具の購入や修理、借受けに係る 費用

を 支給するも のです。 障害者総合支援法に基づいて行われる制度ですので、 補装具の種目、

金額、 耐用年数などは、 国の基準で細かく 定めら れています。  

 

   

 

義肢、 装具、 座位保持装置、 視覚障害者安全つえ、 義眼、 眼鏡、 補聴器、 

車椅子、 電動車椅子、 座位保持椅子、 起立保持具、 歩行器、 頭部保持具、 

排便補助具、 歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置 

 

 

【 窓 口】 お住まいの市町村障がい福祉担当課 

【 対象者】 補装具を必要と する障がい児（ 者） 、 難病患者など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の暮ら し を  

楽にするための 

「日常生活用具」 

身体のハンデ 

そのも のを 補う ための 

「補装具」 

※ 身体障がいの種別、 等級によっ て交付種目が 

違います。  

※ 給付の対象と なる方についても 基準で定め 

ら れています。  

詳し く は窓口にお尋ねく ださ い。  



 

 

□申請書  □身体障害者手帳    □指定医による意見書 

□世帯の課税状況を 確認できる書類  □給付を 受けたい用具のカ タ ログ等 

□印鑑   □マイ ナン バーカ ード 等 

 

  【 自己負担】 原則１ 割（ 所得に応じ て負担上限あり ）  

ただし 、 市町村民税課税額が４ ６ 万円以上の世帯は対象外と なり ます。  

 

 

（ ２ ） 日常生活用具の給付  

 日ごろ の暮ら し を 支えるこ と を目的にし た日常生活用具の給付制度は、「 地域生活支援事

業」 で行われるも のと 、「 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」 で行われるも の

と に分けら れます。  

 

 

 

   

〇介護・ 訓練支援用具………特殊寝台、 特殊マッ ト 、 特殊尿器、 入浴担架、 体位変換器、 

移動用リ フ ト  など 

〇自立生活支援用具…………入浴補助用具、 便器、 T字状・ 棒状のつえ、  

移動・ 移乗支援用具、 頭部保護帽 など 

 〇在宅療養等支援用具………透析液加温器、 ネブラ イ ザー、 電気式たん吸引機、  

酸素ボンベ運搬車 など 

 〇情報・ 意思疎通支援用具…携帯用会話補助装置、 情報・ 通信支援用具、  

点字ディ スプレ イ 、 点字器 など 

 〇排泄管理支援用具…………スト ーマ装具、 紙おむつ等、 収尿器 

 〇居宅生活動作補助用具……住宅改修費 

 

 

【 窓 口】 お住まいの市町村障がい福祉担当課 

【 対象者】 日常生活用具を必要と する障がい児（ 者） 、 難病患者など 

 

 

申請に必要な書類等 
 

 



□申請書  □身体障害者手帳    □指定医による意見書 

□世帯の課税状況を確認でき る書類  □給付を受けたい用具のカ タ ログ等 

□印鑑   □マイ ナンバーカ ード 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 自己負担】  各市町村で負担額を 設定し ています。  

詳し く は窓口でお問い合わせく ださ い。  

 

 

 

 

 

便器、 特殊マッ ト 、 特殊便器、 特殊寝台、 歩行支援用具、 入浴補助用具、 特殊尿器、  

体位変換器、 車椅子、 頭部保護帽、 電気式たん吸引器、 ク ールベスト 、  

紫外線カ ッ ト ク リ ーム、 ネブラ イ ザー（ 吸入器） 、 パルスオキシメ ータ ー、  

スト ーマ装具（ 消化器系） 、 スト ーマ装具（ 尿路系） 、 人工鼻 

 

【 窓 口】 お住いの市町村障がい福祉担当課 

【 対象者】 小児慢性特定疾病医療費助成事業（ →P8 ） の対象児 

【 自己負担】 ご家族の所得に応じ た自己負担があり ます。  

 

 

 

 

   

 

 

 

住宅改修工事を申請する場合は 

□工事図面（ 平面図）   □工事の見積書 

□改修工事前の写真         も 必要です。  

申請に必要な書類等 
 

 

 

気を付けましょう！！ 

補装具・ 日常生活用具の支給等は、 購入後（ 修理後） の申請ができ ない場合があ

り ます。  

制度を 利用し たいと 思っ たと き は、 購入する  前 に、  

お住まいの市町村の障がい福祉担当課に相談し まし ょ う 。  
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支給決定を受けましょう 

  

「医療的ケアスコア」とは 

次のページのＱ3 へ 

 

支給申請をする 

  

お子さんの心身の状況等や希望するサービスなどの聴き取り 

利用を希望するサービスは以下のどれになりますか？ 

 

「４：その他」だけに 
 該当する場合 

１：児童発達支援（医療型児童発達支援を除く） 
２：放課後等デイサービス 
３：短期入所（重度障害者等包括支援で実施する場合を含む） 
４：その他 

「１」「２」「３」の 
いずれかに該当する場合 

「障害児支援利用計画（案）」等の作成依頼 

利用するお子さんはNICU等から退院する予定又は退院して間もないですか？ 



 

※

1 人工呼吸器（鼻マスク式補助換気胞、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、 

  排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む）の管理 

2 気管切開の管理 

3 鼻咽頭エアウェイの管理 

4 酸素療法 

5 吸引（口鼻腔・気管内吸引） 

6 ネブライザーの管理 

7 経管栄養 
（1）経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、腸ろう、食道ろう 

（2）持続経管注入ポンプ 

8 中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養、肺高血圧病治療薬、医療用麻酔 など） 

9 皮下注射 
（1）皮下注射（インスリン、医療用麻酔 など） 

（2）慈億皮下注射ポンプ使用 

10 血糖測定（持続血糖測定器による血糖測定を含む） 

11 継続的な透析（血液透析、腹膜透析を含む） 

12 導尿 

（1）利用時間中の間欠的導尿 

（2）持続的導尿 

（尿道留置カテーテル、膀胱ろう、胃ろう、尿路ストーマ） 

13 排便管理 

（1）消化管ストーマ 

（2）摘便、洗腸 

（3）浣腸 

14 痙攣時の座薬挿入、吸入、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置 

    ※ 医師からの発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね１年以上の既往がある場合 

 
サービスを利用するときに、下の１～14 のいずれかの医療的ケアを受ける 

必要がありますか？ 

  

「障害児支援利用計画（案）」等の提出 

希望するサービスを提供している事業所の見学・選定 

支給決定 

支給決定通知書・受給者証の交付 



 

利用契約 

ちょっとひといき 

「障害児支援利用計画」等の作成 

国・地方公共団体による 
責務と措置 

保育所の設置者 
学校の設置者等の責務と措置 

サービス利用開始 



 

 

 

 

理学療法 

作業療法 

言語聴覚療法 

主な支援内容（ 例）  

一日の過ごし 方（ 例）  

個別支援計画に基づいて、 様々なカ リ キュ ラ ムを 組み合わせるこ と ができます。  

〇こ と ば 

声がけなどで発語を う ながし たり 、 語彙を増やし たり し ます。  

〇コ ミ ュ ニケーショ ン・ 社会性 

〇社会性のト レ ーニングや自由遊びなどを 通し て、 お友達や周り の人と 上手にコ ミ

ュ ニケーショ ンをと る方法を学びます。  

〇日常生活動作 

 食事・ ト イ レ ・ 着替えなどの基本的な生活習慣のト レ ーニン グを行います。  

〇運動 

 遊びながら 楽し く 身体を 動かすこ と で、 運動機能の発達をう ながし ます。  

〇親子関係 

 一緒に過ごすこ と が多い就学前の親子にと っ ては、 離れて過ごす「 母子分離」 も

大切な体験と なり ます。 一方、 親子で一緒にプログラ ムを 受け、 パパやママがお

子さ んと の関わり 方を 学ぶこ と も あり ます。  

児童発達支援の事業所は、 心身の発達に心配がある未就学のお子さ んやその家族

に対し て、 身近な地域で支援する 通所施設です。  

 歩き 始めるのが遅いと いっ た運動面、 こ と ばが遅い、 お友達と う まく 遊べないと  

いっ たコ ミ ュ ニケーショ ンなどの課題に対し て、 個別または集団での指導・ 支援を

行う ほか、 幼稚園や保育園のよう に遊びや学びの場を提供し ます。  

※ 支援内容は、 事業所によっ て異なり ます。  

 
朝 

昼 

夕 

施設で過ごすのは１ 回につき４ ～８ 時間 

給食は発達に応じ た食形態で提供 

音楽療法 定期健診 
遠足 

散歩 

運動 

プール 

園庭遊び
び 

造形療法 

※ 一日のカ リ キュ ラ ムは、 事業所によっ て異なり ます。 

 

登園 
 

自由遊び 

 

朝のあつまり  

 

設定遊び 

 

給食 

 

自由遊び 

 

帰り のあつまり  

 

降園 

リ ハビリ  


